
 

一般社団法人フミダス 

 

倫 理 規 程 

 

（組織の使命及び社会的責任） 

第１条 一般社団法人フミダスは（以下、「法人」という。）は、定款第3条に規定する目的に

従い、重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営に当

たらなければならない。 

 

（基本的人権の尊重） 

第２条 法人は、職員の基本的人権を尊重し、人種・国籍・思想信条・宗教・心身障害、年齢、

性別、配偶者の有無その他の業務遂行と関係のない理由による職員の処遇の差別は一切

行わない。 

 

（個性と能力を活かせる職場の形成） 

第３条 法人は、職員一人ひとりが個性と意欲と能力を最大限に発揮できる職場作りに勤める。 

 

（行動の原則） 

第４条 法人は、活動全般について、すべての法令を誠実に遵守するとともに、社会的な良識を

もって行動する。 

 

（反社会的勢力との関係）  

第５条 法人は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して、経済的

な利益を供与しない。 

 

（役員・役職者の責務） 

第６条 役員および役職者は、この規程の精神を実現することが自らの役割であることを認識

し、率先垂範の上、関係者に周知徹底しなければならない。 

 

（私的利益の禁止） 

第７条 役員および役職者は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を

私的な利益の追求に利用することがあってはならない。 

 

（利益相反の禁止事項） 

第８条 役員および役職者は、業務を行うに当たり、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図

る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を禁止する。 

２ 役員および役職者は、業務を行うに当たり、理事、職員、当法人のその他関係者あるい

は実行団体の関係者に対し、特別の利益を与える行為を禁止する。 

３ 利益相反の防止を目的として、当法人からの助成又は貸付を受ける実行団体及び業務を

行う団体の理事、職員、その他意思決定へ関与する権限を有する者の当法人への関与を

禁止する。 



４ 役員および役職者は、その他の利益相反行為を禁止する。 

 

（利益相反の自己申告） 

第９条 役員および役職者は、就任または採用時並びに新たに利益相反状態となった場合に利益

相反に該当する事項に関する自己申告を行うものとする。 

 

第１０条 役員および役職者は、その職務の執行に際し、法人との利益相反が生じる可能性があ

る場合は、直ちにその事実の開示およびその内容の確認その他法人が定める所定の手

続に従わなければならない。 

 

（情報開示及び説明責任） 

第１１条 法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資

料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１２条 法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊

重にも十分配慮しなければならない。 

 

（研鑽） 

第１３条 法人の役職員は、事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならな

い。 

 

（安全・衛生対策）  

第１４条 法人は、利用者様および職員の安全と健康を確保するために、建築物・設備等につい

て、可能な限り必要な安全・衛生対策を講じる。 

 

（環境問題への取り組み） 

第１５条 法人は、環境問題の重要性を認識し、資源の有効活用・資源のリサイクル・省エネル

ギーなどに積極的に取り組む。 

 

（改廃） 

第１６条 この規程の改廃は、社員総会の決議により行う。 

 

 

付則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 


